
第4号 様式 (第10条 関係)

△ 議 録 ( 要 旨 )ム

議
△
A 名 平成21年度 第 3回 文化財保護審議会

開 催  日  時 21年 12月 12日 (土)  13時 30分  ～  17時 00分

開 催 場 所 中部地区会館405会 議室 (市役所4階 )

及
者
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席

席

欠
出
び

出席者 :蓮沼会長、内野副会長、内野昭委員、囲委員、城崎委員、瀬川委員、
田代委員、成追委員、村山委員 (事務局、課長 ・主査 ・主任 3名 )

欠席者 :寺町委員

題議 １

　

２

市文化財総合調査の今後について

その他

論
(決定 した方針、残さ

れた問題点、保留事項
等記載する。)

結

議題 1に ついて

議題 2に ついて

審議会委員が、市文化財総合調査を実施 してい行 く方向で

検討する。次回会議において調査方針等詳細を検討する。

次回会議 日程―平成22年2月20日 (土)午 後 2時 ～

審 議 経 過

(主な意見等を原則と
して発言順に記載 し、
同一内容はひとつにま
とめる。)

議題 1

・宿の峨は関東 1といわれているほど、峨も警も大きい。指定するに値する。

・市内の他地域のも峨警は日待ちなどに立てていた。他地域も調査すべき。

・文化財調査は、部会を設定 して各委員が担当するべきである。

・調査する場合、質や状況に合わせて優先順位を決めていく必要がある。

・部会の叩き台をつくって、次回の会議で検討するのはどうか。

・部会を地域別に分けるのは、対象資料によって難 しくなるのではないか。
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